
笠岡市告示第１３４号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項の規定による笠岡市条例の改正

の請求を令和５年７月１８日に受理したので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第９８条第１項の規定により，笠岡市条例改正請求代表者の住所，氏名及び請求の要

旨を次のとおり告示する。

令和５年７月１８日

笠岡市長 小 林 嘉 文

１ 条例改正請求代表者

笠岡市富岡３４４番地２０ 柚木 義和

笠岡市笠岡２１００番地 河田 仁志

笠岡市山口１７７７番地 高木 勇三

２ 請求の要旨
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